
平成 ３０ 年 １２ 月

人事行政の運営等の状況

中間市における



１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

１　普通会計とは、一般会計に地域下水道事業特別会計、公共用地先行取得特別会計、住宅新築資金等特別会計を

　　合算したものです。

２　人件費には、特別職に支給される給料、報酬を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

１　職員手当には退職手当、児童手当を含みません。

２　職員数は、平成29年4月1日現在の人数です。

３　職員数の（　）内の数値は再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

４　給与費には、再任用短時間勤務職員分等が含まれており、職員数には含まれていません。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用い

　　て、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

※ 　平成３０年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、

　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み
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　若い人材を確保し、育成していくという観点から、高校卒業採用者の初任給基準を国家公務員より上位に設定しているこ
と、また、高齢層職員の給与抑制措置を実施していないこと等により、ラスパイレス指数が100を超えていると考えられます。

中間市の給与・定員管理等について
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

給料表の見直し

　[　実施　]

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

１　 「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

２ 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を

　　合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が

　　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

３　民間データとして、「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータがありますが、年齢、業務内容、雇用形態等の

　　点において、公務員データと完全に一致しているものでないので登載しません。

（２）職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）
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46.6

52.3

―

55.8

平均給与月額

340,686

322,320

386,600

―

377,146

386,600

―

356,488

328,637

328,364

386,600

―

329,296

―

340,616

※福岡県

（注）

315,901

50.7

50.8

高　校　卒技能労務職

うちその他

うち用務員

高　校　卒

2

国※福岡県

179,200

151,500

151,500

平均給与月額

329,845

336,193

－

185,500

平均給与月額
（国比較ベース）

337,643

318,060

42.3

区　　　　　分

中　間　市

※類似団体

うち学校給食員

中間市

職員数

7

5

―

※国

313,197

―

区　　分

※福岡県

区　　分

41.2

平均年齢

※類似団体

公　　　　務　　　　員

42.9
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　【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し
等に取り組むとされている。

（実施時期）  平成28年4月1日
（実施内容）  ①国の見直し内容を踏まえ、平均2%の給与引下げを実施
                 ②激変緩和のため、現給保障を実施

147,100

大　学　卒

410,940



（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※該当する在職者なし 

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）

１　平成30年地方公務員給与実態調査に基づいています。

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

平成１８年に９級制から７級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　
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411,000

383,300

　　　　　　　　％

22

64

　　　　　　　　％

６　級

8.0

25.5

20

9.9

　　　　　　　　人

経験年数１０年

264,667

部長・参事

　　　　　　　　人

区　　　　分

（注）

－　※
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8.0%（5級） 8.2%（5級） 11.5%（5級）
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３０年４月１日現在）

（３）昇給への人事評価の活用状況（中間市）

　　　活用予定時期

　ロ　.　人事評価を活用していない

までにおける運用

昇給実績が
ある区分

　　　上位、標準の区分

平成３０年４月２日から平成３１年４月１日
管理職員 一般職員

平成３２年４月１日から 平成３２年４月１日から

昇給可能
な区分

○ ○

　　活用している昇給区分

　　　上位、標準、下位の区分

　　　標準、下位の区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

　　　標準の区分のみ（一律）

　イ　.　人事評価を活用している



４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（29年度支給割合） （29年度支給割合） （29年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

　・役職加算　　5％　～　15％ 　・役職加算　　5％～20％ 　・役職加算　　5％～20％

  ・管理職加算　10％～ 25％   ・管理職加算　10％～ 25％

１　（　）内の数値は、再任用職員に係る支給割合を示しています。

２　1人当たり平均支給額には、再任用職員が含まれています。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（中間市）

（２）退職手当（平成３０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

一般職員

　ロ　.　人事評価を活用していない

○

○

平成30年度中における運用

　イ　.　人事評価を活用している

管理職員

1.752.60

中　　　間　　　市

１人当たり平均支給額（29年度）

　　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○

　　活用している成績率

　　　活用予定時期 平成３１年４月１日から

1.45

定年・勧奨

28.0395

定年前早期退職特例措置

20,237

　　（割増率 2％～45％）

47.709

47.70939.7575

1人当たり平均支給額

（注）

33.27075033.270750

47.709

2.60

1,619

24.586875

国

0.85

1.80

0.85

自己都合 千円

定年前早期退職特例措置

千円

2,924

28.0395

47.709

国

（注）

19.669519.6695

1,400

　　　標準の成績率のみ（一律）

　　　標準、下位の成績率

　　　上位、標準の成績率

1.80

39.7575

47.709

　　（2％～20％加算）

47.709

24.586875

中　　　　　間　　　　　市

2.60

―

1.45

※　　福　　　岡　　　県

0.85

１人当たり平均支給額（29年度）

1.45



（３）地域手当

（平成３０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

　平成25年4月1日付、福岡県後期高齢者医療広域連合への職員派遣（福岡市勤務）は、

　平成28年3月31日をもって終了しました。

（４）特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　円

　％

平成１８年４月から特殊勤務手当の見直しを行い、９種の手当の廃止と７種の手当額の削減を行っています。

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、 「支給実績（○年度決算）」  と同じ年度の４月１日現在

の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

短時間勤務職員を含みます。

194

手当の名称

環境保全課職員

伝染病消毒手当

消防本部職員

支 給 実 績 （ 28 年 度 決 算 ）

65,047

消防本部職員

（注）

1回　300円

消防夜間業務手当

支給対象職員数

1体　450円

手当の種類（手当数）

環境保全課職員

主な支給対象職員

救急出動業務手当

支給率

1日　400円

1回　1,800円

市税臨戸徴収手当

―

消防本部職員 消防職員で夜間業務に従事する職員

月額　4,200円

行路死亡人の取扱いに従事する職員

1回　300円

7,042

1日　200円

社会福祉主事の職務に従事する職員のうち、
市長が指定するもの

国の制度（支給率）

左記職員に対する支給単価

103,559

22.2

市税の臨戸徴収に専ら従事する職員

主な支給対象業務

8

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

支給実績（２９年度決算）

1日　160円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

支給実績（29年度決算）

―

（注）

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度）

―

消防職員の機関員で、火災その他の災害出動
に従事した職員

生活支援課職員

犬猫等の死体処理に従事する職員

―

社会福祉業務手当

生活支援課職員

支給対象地域

感染病発生の際、消毒に従事する職員

収納課職員

行路死亡人取扱手当

犬猫死体処理手当

240

53,330

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 28 年 度 決 算 ）

（注）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 29 年 度 決 算 ）

消防職員で救急出動業務に従事する職員

支 給 実 績 （ 29 年 度 決 算 ）

―

消防火災出勤手当

―



（６）その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

再任用職員を含んでいます。

【参考】　平均的な職員の給与明細
●（一般行政職）　平成３０年４月給与明細　　（単位：円）

（注）年齢40歳、配偶者と子ども2人を扶養、通勤距離は2km未満、持家所有の職員

５　特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

千円

千円

退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた     

場合における退職手当の見込額です。                                 

控除総額

（介護）

592,900

2,60337,02316,600

市県民税

423,000

　　（29年度支給割合）

18,116

地域手当 支給総額

260,000430,000

　888,000円　×　510/100　×　4年  

888,000

5,810

市　　　 長

副　市　長

差引支給額

244,8615,770

333,20000

組合費

0

781,000

備　　　　考

（注）

千円

　724,000円　×　300/100　×　4年

2.95

通勤手当

休日勤務手当

議　　　 員

26,500

給　　　　　　　料　　　　　　　月　　　　　　　額　　　　　　　等

573,000

19,000

配偶者6,500円　子10,000円
父母等6,500円
16歳から22歳の子の加算5,000円

期
末
手
当

市　　　 長

報

酬

退
職
手
当

（注）

支
給

扶養手当

副　市　長

613,704

306,700

同

共済掛金

通勤手当

休日に勤務した時間に対して
1.35を乗じて支給する

同

住居手当

（長期）

扶養手当

千円

給料

16,570

住居手当

共済掛金 共済掛金
所得税

－

273,013

27,825管理職手当

－同

部長　　給料月額×15％
課長　　給料月額×12％
課長補佐　　給料月額×9％

異 632,386

56,981

231,430－

交通機関等を利用している職員に
対して月額55,000円を限度に支給

借家等に係る費用を負担している
職員に月額27,000円を限度に支給
持家 不支給

34,483 千円

－ 千円

千円

区　　　分

310,000

724,000副　市　長

給

料

任期毎市　　　 長

※（参考）類似団体における最高／最低額

支給実績
（29年度決算）

支給率

21,295

12,023

280,000

　　（29年度支給割合）

8,688

平成18年4月1日より福岡県市町村職員退職手当組合へ加入

国の制度と
異なる内容

同

510,000

88,339

950,000

1,533

任期毎

355,000

議　　　 員

381,000

議　　　 長

副　議　長

2.95

控
除

議　　　 長

（短期）

副　議　長

厚生会費

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

内容及び支給単価手　当　名

455,000

国の制度
との異同



６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

人口千人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

１　職員数は一般職に属する職員数です。

２　（　　）内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

３　[     ]内は、条例定数の合計です。

9

休職者の総務部付

小計

（　 20 　）

[　　　591　　　］ [　　　591　　　］

（　  6 　）

（　  3 　）

（　  1 　）

88

139

（　  3 　）

（　  2 　）

（　  4 　）

20

9

公
営
企
業
等
会
計
部
門

水　道

（　 11 　）

（　  2 　）

84

（　  2 　）

病　院

28

下水道

平成30年

職　　員　　数

68

25

機構改革に伴う係の移管

（ 　1 　）

17

20

（　 3 　）

土　木

36

（　  2 　）
教　育

29

小　計

27

221

消　防

221

33

448

その他

23

（　  3 　）

142

29

（注）

447

消防行政の充実

3

（　  4 　）

6

3

民　生

税　務

衛　生

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

▲ 1 退職者不補充

一
般
行
政
部
門

25

20

6365

6

52 1

▲ 3

小　計

（ 　２ 　）

4

<参考>

▲ 2

（ 　1 　）

（各年４月１日現在）

議　会

総　務

（ ▲１　 ）

▲ 2

（   1 　）

（　  1 　）

（　  1 　）
農林水産

商　工

51

機構改革に伴う課の新設

機構改革に伴う係の移管

（　  1 　）

3

（　  1 　）

（　  1 　）

合　　計 （　 17 　）

（ 　２ 　）

10.6

（ 　３ 　）

1

特
別
行
政
部
門

介護保険行政の充実

82

1

81

（　 12 　）

▲ 3

（　 6 　）

1 議会事務の強化

主　な　増　減　理　由
対前年
増減数

商工業務の充実

機構改革に伴う係の統合

70

（　 5 　）

5

2

平成29年



（２）年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）

（３）職員数の推移

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

各年における定員管理調査に基づいています。

▲ 4

4

1

51

▲ 10.0

8.3

5.3

221

448445

49

7

8

0.3

142

1.8

平成２９年

139

439

49

人

139

48

216

3535

300

一　般　行　政 220

49

人

308

消　　　防

35歳

平成２７年

440

40

未満

446

144

20歳

303 309

総　合　計

（注）

47

以上

1

447

36

52

増減数（率）

人 人

（ 単位　：　人 ・ ％ ）

過去５年間の

448

人人 人

～

33 42

～

59歳

142

～～

51歳

平成３０年

33

～ ～

71

27歳 31歳

12

0.5

人

計

221

24歳

39歳 47歳

人

32歳

49 55

人

～

職員数
49 464

～

人

区　分

43歳

44歳

人

～ ～

人

305

34

55歳

20歳 28歳

23歳

14 26

普通会計計

平成２６年

220

132

302

公営企業等会計計

　　　　　　　　　年　　度

部門別

教　　　育

218

平成２５年

48歳 60歳52歳 56歳

平成２８年

36歳 40歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成

比

%



７　公営企業職員の状況

（１）　水道事業

① 職員給与費の状況（決算）

　（参考）

人

１　職員手当には、退職手当、児童手当を含みません。

２　職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数です。

３　職員数の（　）内の数値は再任用短時間勤務職員の人数で内数です。

４　給与費には再任用短時間勤務職員分を含んでいます。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

１　「基本給」は、給料及び扶養手当の月額の合算額で、「平均月収額」は平均年収額（期末・勤勉手当を含む）

　  を12で除した額です。　

２　「基本給」、「平均月収額」は、再任用短時間勤務職員を除いています。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２９年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

  ・役職加算　5％ ～ 15％

１　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

２　再任用職員を含んでいます。

イ　退職手当（平成３０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

千円 千円

退職手当の１人当たり平均支給額は、２９年度に退職した職員に支給された平均額です。

総費用に占める

28年度の総費用に占職員給与費比率

－

1,505

（　3　）

1人当たり平均支給額 9,878

千円

1.8

23

職員数

千円　

134,222

Ａ  

　　　　千円29年度

総費用区　　分

　　　　　　Ｂ／Ａ

　 質収支

職員手当

14.2

純損益又は実

Ｂ　

1,494

給　 料

職員給与費

956,971

89,401

※市町村平均

一人当たり

める職員給与費比率

水　　道　　事　　業

24.586875

－

0.85

53,559

千円　

千円 22,139

－

（2％～20％加算）

39.7575

341,066

平均月収額

341,800 482,81945.8

19.6695

47.709

1人当たり平均支給額

44.2

33.270750

-

（注）

1.45

（注）

511,425

　　　　　　Ａ

47.709

6,148

千円千円

一人当たり給与費

　　　　　千円

　　計　　Ｂ

134,222

　　　　給与費 　　B/A

千円

10,458

※（参考）市町村平均

期末・勤勉手当

14.0

28.0395

水　　道　　事　　業

2.60

１人当たり平均支給額（２９年度）

平　均　年　齢

（注）

※市町村平均

区　　分 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

水道事業

29年度 千円

※市町村平均

％

5,836

１人当たり平均支給額（２９年度）

　　　　　　区　　分 基本給

％

34,363

（注）

47.709



ウ　地域手当

（平成３０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２９年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、 「支給実績（○年度決算）」  と同じ年度の４月１日現在

　　の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

　　短時間勤務職員を含みます。

カ　その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

円

円

１　夜間勤務手当は平成２２年４月１日から浄水場の業務を一部民間委託したため支給がなくなりました。

２　再任用職員を含んでいます。

支給実績
（２９年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２９年度決算）

0

千円

60,038

1,332

左記職員に対する支給単価

千円

支給実績（２９年度決算）

0

199

支 給 実 績 （ 29 年 度 決 算 ）

支給実績（２９年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

主な支給対象職員

－

1,620

961

206

－

－

支給率

－

内容及び支給単価

2,566

支給対象職員数

0

0

支給対象地域

扶養手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 28 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 29 年 度 決 算 ）

324,000

手　当　名

職員全体に占める手当支給職員の割合（２９年度）

住居手当

同

同

（注）

手当の種類（手当数）

同交通機関等を利用している職員に
対して月額55,000円を限度に支給

配偶者6,500円　子10,000円
父母等6,500円
16歳から22歳の子の加算5,000円

借家等に係る費用を負担している
職員に月額27,000円を限度に支給
持家 不支給

444,038

213,856

一般行政
職の制度と
の異同

通勤手当

千円

千円－

局長　　給料月額×15％
課長　　給料月額×12％
課長補佐　　給料月額×9％

同管理職手当

－

支 給 実 績 （ 28 年 度 決 算 ） 4,120

主な支給対象業務

3,979

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

0.0

―

－

一般行政
職の制度と
異なる内容

―

0

－

手当の名称

－

（注）

－



（２）　病院事業

① 職員給与費の状況（決算）

職員給与費 　（参考）

人

１　職員手当には、退職手当、児童手当を含みません。

２　職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数です。

３　職員数の（　）内の数値は再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

４　給与費には再任用短時間勤務職員分を含んでいます。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

１　「基本給」は、給料及び扶養手当の月額の合算額で、「平均月収額」は平均年収額（期末・勤勉手当を含む）

　  を12で除した額です。　

２　「基本給」、「平均月収額」は、再任用短時間勤務職員を除いています。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２８年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

  ・役職加算　5％ ～ 15％

１　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

２　再任用職員を含んでいます。

イ　退職手当（平成３０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

退職手当の１人当たり平均支給額は、２９年度に退職した職員に支給された平均額です。

１人当たり平均支給額（２９年度）

（注）

24.586875

47.709

39.7575

１人当たり平均支給額（２９年度）

（注）

一人当たり給与費

4,757

める職員給与費比率

　　計　　Ｂ

29.4

※（参考）市町村平均

7,314

一人当たり

1,403

28年度の総費用に占　質収支

29年度 　　　　千円

6,890

　　　　　千円 千円 千円 千円

30.3

期末・勤勉手当

2,016,577 6,995

592,413

81 千円

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

52.5 1,213,096

職員手当 　　　　給与費 　　B/A

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

　　　　　　Ａ

29年度

病院事業（医師）

510,397

1,413,587

39.3

504,886

570,599

292,417

45.0

46.0

－

基本給

45.6

※市町村平均（看護師）

病院事業（看護師）

－

467,031

354,787

353,422

497,283

―

2.60 1.8

1,745

千円

1.45 0.85

（注）

病　　院　　事　　業 ※市町村平均

47.709

47.709

28.0395 33.270750

19.6695

千円

　　　　　　Ｂ／Ａ

％

Ａ  

千円　

総費用

351,748 99,331

（注）

純損益又は実 総費用に占める

給　 料

千円　

Ｂ　

職員給与費比率

％

592,413

（3）

※市町村平均（医師）

区　　分

524,057

324,084

病院事業（事務職）

病　　院　　事　　業

12,030

－

（2％～20％加算）

141,334

※市町村平均（事務職）

※市町村平均

平均月収額

42.9



ウ　地域手当

（平成３０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

全て医師への地域手当です。

エ　特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、 「支給実績（○年度決算）」  と同じ年度の４月１日現在

　　の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

　　短時間勤務職員を含みます。

カ　その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

円

円

支給実績
（２９年度決算）

免許取得後　15年以上　月額140,000円

支給実績（２９年度決算）

免許取得後　20年以上　月額150,000円

管理職手当

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２９年度決算）

円

病院長　　給料月額×15％
副院長　　給料月額×13％
医師部長　　給料月額×12％
部長級　　給料月額×15％
課長級　　給料月額×12％
課長補佐級　　給料月額×9％

同

住居手当

免許取得後5年未満　  月額 100,000円

657,425

61,650

9,204

免許取得後　10年以上　月額120,000円

免許取得後5年以上　  月額 185,000円

院長、副院長   月額 320,000円

初任給調整手当

免許取得後15年以上　月額 310,000円

交通機関等を利用している職員に
対して月額55,000円を限度に支給通勤手当

免許取得後10年以上　月額 270,000円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 28 年 度 決 算 ）

千円異 制度なし 3,503,12528,025

千円

免許取得後　 4年以上   月額  80,000円

研究業務

免許取得後　 4年未満   月額  50,000円

免許取得後　 8年以上   月額100,000円

（注）

3,204

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算） 400,470

－

同 －

一般行政
職の制度と
の異同

235

支 給 実 績 （ 29 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 28 年 度 決 算 ）

扶養手当

322,606

9,340 251,865

3,211 千円

千円

千円

同

同

4,167

内容及び支給単価

17,454

259

配偶者6,500円　子10,000円
父母等6,500円
16歳から22歳の子の加算5,000円

一般行政
職の制度と
異なる内容

－

借家等に係る費用を負担している
職員に月額27,000円を限度に支給
持家 不支給

１回　2,000円

手当の名称 主な支給対象職員

市立病院看護師

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 29 年 度 決 算 ）

支給実績（２９年度決算）

主な支給対象業務

45.1

6

市立病院医師

－

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算） 507,605

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（２９年度）

9 －

手当の種類（手当数） 2

手　当　名

16,012

18,866

夜間看護手当 夜間看護業務

医師研究手当

－

（注）



８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間

標準的な勤務時間

職場等により、上記と異なる場合があります。

（２）休暇制度（平成３０年４月１日現在）

（３）育児休業　（平成２９年度）

育児時間

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する職員に対し、一の年度において５日の範囲内
で付与

1週間の勤務時間

７時間４５分 ３８時間４５分

開始時間 終了時間 1日の勤務時間

子育て支援休暇

勤続10年、20年、30年に達した職員に対し、連続した3日の範囲内で付与

生後１年に達しない子を養育する職員に対し、１日につき２回（１回１時間以内）を付与

配偶者の出産に際し、２日の範囲内で付与

配偶者の出産予定日までの６週間、出産の翌日から８週間で、子（小学校就学の始期に達しない
子）を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合、５日の範囲内で付与

職員の親族が死亡した場合で、その続柄に応じ、１～１０日の範囲内で付与

夏季休暇

父母の追悼

育児参加休暇

子（義務教育終了前の子）の看護、学校行事等への参加のため、必要な職員に対し、一の年度
において、小学生以下５日、中学生３日（２人以上の場合、最大１０日）の範囲内で付与

リフレッシュ休暇

区　分

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支
障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合、一の介護状態に
おいて３回を上限として、合計６か月の範囲内において必要と認められる２週間以上の期間の休
暇を付与（休暇期間は無給）

妊娠中の職員が母子保健法に規定する保健指導、健康診査を受ける場合に、必要と認められる
時間を付与

配偶者、父母、子等の介護が必要な職員に対し、一の年度において５日（要介護者が２人以上の
場合は１０日）の範囲内で付与

妊娠した職員に出産予定日までの８週間、出産日の翌日から８週間を付与

（単位 ： 人）

うち部分休業取得者数

１日の範囲内で付与

平成２９年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員 （育児休業対象者）

忌引

７月～９月までの間において、５日の範囲内で付与

11

5

4

妊娠によるつわりにより、勤務が困難な職員に対し、７日の範囲内で付与

０

骨髄移植のための骨髄、若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する職員に
対し、検査・入院等に必要となる期間の休暇を付与

出産休暇（産前・産後）

4

計 ０

０

健診休暇

休暇の種類

（注）

生理休暇

妊娠障がい休暇

一の年度につき２０日を付与（前年に未使用日数がある場合は、最大２０日を翌年繰越）

特
別
休
暇

生理に伴う身体の異常により、勤務が困難な職員に対し、一の月に２日の範囲内で付与

出産補助休暇

休 暇 日 数 等

年次有給休暇

午前８時３０分 午後５時１５分

1

連続する7日以内（週休日を含む）

ドナー休暇

短期介護休暇

15

うち育児休業取得者数

男　性

女　性

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間を付与病気休暇

介護休暇

ボランティア休暇

結婚休暇



９　職員の分限及び懲戒処分の状況

①分限処分者数 (平成２９年度）

②懲戒処分者数 (平成２９年度）

１０　職員の服務の状況

（１）職員の職務上の義務

９　職員の分限及び懲戒処分の状況　②懲戒処分者数の再掲です。

（２）営利企業等従事許可申請の状況 （平成２９年度）

区　　　　　分

許可件数

会社の役員等の地位を兼ねる場合

職員は政治活動をしてはならない

職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない

管理監督者は、服務規律の確保を図り、部下職員の行動を適切に
指導、監督しなければならない

職員は職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をし
てはならない

０ ０非行行為

法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務

計

０

職員は法令に従い、かつ、上司の職務命令に従わなければならな
い

職員は営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる
事業にも従事してはならない

０

申請件数

０

（単位 ： 件）

違反者数

４

０

２

０

職員はストライキ等をしてはならない

４

１

０

１

０

職員は勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ
専念しなければならない

４

０

報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合

４４

０

秘密を守る義務

０

降給 合計

１０

０

心身の故障 ０

０勤務成績の不良

１０

０

０

０

０

０

００

０

０

０

０

（単位 ： 人）

減給 合計

０

０

戒告

４

０

０

区　　　　　　　　分

政治的行為の制限

（注）

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 ０

区　　　　　分

管理監督責任

信用失墜行為の禁止

職務に専念する義務

営利企業等の従事制限

内　　　　　　　　容

０ ０

廃職過員

欠格条項該当

職務上の義務違反又は職務怠慢

０

停職

０

０

０

０

免職

０

争議行為等の禁止

０ ００

法令違反

０

（単位 ： 人）

０刑事事件に因る起訴

０

０

０

（単位 ： 人）

０

０

降任 休職

適格性の欠如

０

免職区　　　　　分



１１　職員の研修の状況 （平成２９年度）

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）厚生制度

地方公共団体は、地方公務員法の規定により、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項に

ついて計画を立て、実施しなければならないことが定められています。

ア　中間市職員厚生会

職員厚生会は、会員の福利厚生に関する事業の実施、相互扶助及び親睦を図ることを目的として

おり、会員の掛金及び市の助成金で運営しています。

主な事業として福利厚生事業、保健体育・教養文化事業、慶弔給付等を行っています。

イ　職員の健康管理

職員の健康を確保するため、健康診断を実施しています。

平成２９年度の状況 （単位 ： 人）

ウ　共済制度

職員の共済制度は、福岡県市町村職員共済組合に加入し、共済組合が短期給付（医療）、長期

給付（年金）、福祉事業（健康保持増進事業、貸付事業など）を行っています。

人権・同和研修

　給付事業 ： 結婚祝金、出産祝金、入学祝金、弔慰金、勤続祝金　など

90

ハラスメント研修

接遇研修

項　　　　　目

入札談合等関与行為防止法研修

73

法制執務研修

5

負　　担　　率

負　　担　　額
（平成29年度決算）

会　　員　　数

　会員の掛金 ： 9,014,950円

　会員の掛金 ： 給料月額の5/1000

84

　市の助成金 ： 給料月額の5/1000

派遣研修

福岡県市町村職員研修所での研修

市町村職員中央研修所での研修

北九州広域圏市町村との研修

全国市町村国際文化研修所での研修

31

3

　保健事業 ： 運動部助成、教養文化部助成、職員レクリエーション助成　など

内　　　　　　　　　　　　容

　４７６人　（平成３０年４月１日現在）

　市の助成金 ： 9,014,836円

423

63

平成２９．４．１　～　平成３０．３．３１

受講者数

（単位 ： 人）

平成30年2月22日

1

84

43

1

研　　修　　内　　容　　等

6

地方公務員法等に係る職員研修

区　　　分 受診者数

健康診断

実　　施　　日

事　　　　　業

ＶＤＴ（コンピュータ）作業従事職員健康診断

自衛隊内生活体験研修

47

不当要求研修 18



（２）公務災害の発生状況 （平成２９年度）

職員が公務中又は通勤中に被災した場合は、その災害によって受けた傷病について治療費等が

補償されます。

（３）公平委員会から業務状況の報告 （平成２９年度）

職員は、全体の奉仕者という立場から労働基本権の一部が制限されています。このため、市に対し

て中立的な機関である公平委員会に対して、身分上及び経済上の権利・利益のため保護を求め

ることができるようになっています。

―不利益処分 ０

（単位 ： 件）

区　　　　　　　　　　分

（単位 ： 件）

１

職務遂行中の負傷 ４

災害件数

０

０通勤災害

公
務
災
害

職務に伴う合理的行為又は準備・後始末中の負傷

出張中の負傷

１

内　　　　　　容

―０

０

区　　　分 件数

勤務条件

その他の行為中の負傷

レクリエーション参加中の負傷


